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(57)【要約】
【課題】極微量の元素検出を可能とし、被射体内部の特
定元素分布をＣＴで得られるのと同様に断層像として、
高空間分解能を有する機能画像の作成を行う蛍光エック
ス線分析装置を提供すること。
【解決手段】単色エックス線をシートビーム状に照射す
る光源部と、分析試料を支持する試料支持部と、分析試
料に含まれる被検元素から発生する蛍光エックス線を検
出する検出部と、データ処理用コンピューターを備え、
検出部がエックス線照射方向と直交するシートビーム面
に配設され、検出素子からエックス線照射方向へおろし
た垂線上に存在する被検元素から発生する蛍光エックス
線を検出し、且つ、試料支持部がシートビーム面を垂直
に貫通する線を中心軸としてシートビーム面を光源部及
びエックス線検出部に対して相対的に回転し、分析試料
を単色エックス線で回転走査して分析試料内部の画像を
得ることができる蛍光エックス線検出装置として構成す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
分析試料に含まれる被検元素から蛍光エックス線を発生させることができるエネルギーを
有する単色エックス線をシートビーム状に照射する光源部と、前記単色エックス線がシー
トビーム状に照射される分析試料を支持するための試料支持部と、分析試料に含まれる被
検元素から発生する蛍光エックス線を検出するエックス線検出部と、データ処理用コンピ
ューターを備えた蛍光エックス線分析装置において、前記エックス線検出部が単色エック
ス線の照射方向と直交するシートビーム面に配設され、検出部の検出素子からシートビー
ム状の単色エックス線の照射方向へおろした垂線上に存在する被検元素から発生する蛍光
エックス線を検出することができ、且つ、前記試料支持部がシートビーム面を垂直に貫通
する線を中心軸としてシートビーム面を光源部及びエックス線検出部に対して相対的に回
転し、分析試料を単色エックス線で回転走査して分析試料内部の画像を得ることができる
ことを特徴とする蛍光エックス線検出装置。
【請求項２】
シートビーム状に照射される単色エックス線が、二次元シートビーム状に照射される単色
エックス線であって、分析試料内部の画像が二次元の被検元素の分布断層画像であること
を特徴とする請求項１記載の蛍光エックス線検出装置。
【請求項３】
シートビーム状に照射される単色エックス線が、三次元ブロックシートビーム状に照射さ
れる単色エックス線であって、分析試料内部の画像が三次元の被検元素の分布断層画像で
あることを特徴とする請求項１記載の蛍光エックス線検出装置。
【請求項４】
エックス線検出部が、検出面の前に設置されているコリメータを含むことを特徴とする請
求項１～３いずれか記載の蛍光エックス線検出装置。
【請求項５】
請求項１～４いずれか記載の蛍光エックス線検出装置を用いて、必要に応じて対象に造影
剤を投与し、分析試料内部の被検元素の分布断層画像を定量的に得ることを特徴とする蛍
光エックス線検出方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光エックス線検出装置、詳しくは、単色化されたエックス線をシートビー
ム状に照射する光源部と、単色エックス線の照射方向と直交するシートビーム面に配設さ
れたエックス線検出部と、かかる光源部及び検出部に対して分析試料を相対的に回転させ
ることができる試料支持部とを備えた蛍光エックス線検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、遺伝子工学の進歩により、ヒトの疾病をモデル化した種々の疾患モデル動物が作
製されている。疾病の克服にむけて、これらの疾患モデル動物を用い、疾患の進展過程の
究明や診断や治療法の開発が活発に行われている。疾病の機序を解明するためには、ＣＴ
やＭＲＩなどによる形態画像診断を行うとともに、機能画像診断を行うことが不可欠であ
るが、ＣＴやＭＲＩなどの形態画像診断では、０．１ｍｍ以下の高空間分解能を実現する
ことが可能となっているのに対し、ＰＥＴやＳＰＥＣＴのように被検体の内部から放射さ
れたものを外部で捕えて画像化、定量化する機能画像診断においては、その空間分解能は
、ＰＥＴで４．５ｍｍ、ＳＰＥＣＴでは８ｍｍといわれており、例えば１ｍｍ以下の空間
分解能を達成することは現状では非常に難しく、しかも生体内部に放射性トレーサーを投
与して生体の機能を観察することが必要であるので、安全性の点で問題となる場合がある
。
【０００３】
　一方、蛍光エックス線分析は、元素固有の蛍光エックス線に着目した物理的に最も高感
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度な微量元素の検出法として最近注目されている。蛍光エックス線とは、エックス線の照
射により励起された元素が、脱励起の際に放出する元素に固有のエネルギーを有するエッ
クス線を意味する。
【０００４】
　例えば、フランスに建設された大型放射光施設ＥＳＲＦでは、入射エックス線エネルギ
ーを１２～２０ｋｅＶとし、空間分解能０．００１５～０．００６ｍｍの蛍光エックス線
ＣＴを用いファントム内でＳｒ、Ｂａ、Ｚｒ、Ｃｕ、Ａｓ分布の画像化に成功し、マホガ
ニー茎内のＣｌ、Ｋ、Ｃａ、Ｒｂ分布の画像化に成功している（例えば、非特許文献１参
照）。このシステムでは空間分解能数μｍの画像を得ることができたが、単位面積あたり
のエックス線量を増加させなければならず、被検体が非常に限定されるおそれがある。
【０００５】
　また、エックス線を発生するエックス線管球と、前記エックス線を受ける試料を支持す
るための試料支持部と、前記エックス線を受けて試料から発生するエックス線を受ける偏
光フィルタと、前記偏光フィルタからのエックス線を検出する検出器とからなり、前記エ
ックス線管球から試料、試料から偏光フィルタ、偏光フィルタから検出器に向かう３光路
が互いに９０度となるようにエックス線管球、試料支持部、偏光フィルタ、及び検出器が
配置されている蛍光エックス線分析装置（例えば、特許文献１参照）が提案されているが
、エックス線管球からエックス線を照射する場合は、十分な分解能を得ることは困難であ
る。
【０００６】
　また、電子源からの電子線を食品に当てて、該食品から発生する蛍光エックス線を検出
する、毛髪等の食品異物検査装置（例えば、特許文献２参照）が提案されている。この装
置は、エックススペクトルの分布を制御することにより、低原子番号の元素から高原子番
号の元素までを含む試料からの蛍光エックス線の信号を判別する定性分析を行うものであ
るが、ラインセンサを用いて得られたパラレルデータは、各検出器の検出面の垂線上にあ
る特定物質からの蛍光エックス線の総和であり、検出面の垂線上の特定物質の分布状況を
得ることはできない。
【０００７】
　さらに、エックス線源と、特性エックス線の照射にて試料の表面の元素が励起して発す
る蛍光エックス線を検出するエックス線検出器とを具備していることを特徴とする蛍光エ
ックス線分析装置（例えば、特許文献３参照）が提案されているが、試料の表面の元素を
分析するものであり、試料の組織切片を作製し試料中の微量元素分布画像を得なければな
らず、組織切片作製の手技によるアーチファクトが生じたり、組織切片を必要とするため
生きた状態での微量元素分析が不可能である。
【０００８】
　その他、赤外画像装置における多素子検出器からデータ取得方法（例えば、特許文献４
参照）が提案されているが、干渉信号を取得する計測方法であり、赤外線を用いて対象物
内部の情報を抽出できる精度は、エックス線に比べると格段に低くなると考えられる。
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－３２７７５６号公報
【特許文献２】特開２００５－１２１４６８号公報
【特許文献３】特開２００７－２０７５４８号公報
【特許文献４】特開２００３－２２７７５４号公報
【非特許文献１】ＳＰＩＥ3772：304－310，1999
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の機能画像診断に用いられてきたＰＥＴやＳＰＥＣＴにおいては、放射性同位元素
の投与が必要で、充分な空間分解能を得ることが困難であり、エックス線管球を利用した
蛍光エックス線分析装置では、微量元素の検出における感度という点に問題があり、また
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試料の表面をスキャンしてデータを得る場合は、生体試料の顕微鏡観察のように組織切片
を作らなければならず、非破壊的に分析を行って画像を得るということはできなかった。
本発明の課題は、放射線標識トレーサーを用いずに、極微量の元素検出を可能とすること
で、被射体内部の特定元素分布をＣＴで得られるのと同様に断層像として、高空間分解能
を有し、生体試料では機能画像、それ以外の試料では元素分布画像の作成を行うことがで
きる蛍光エックス線分析装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、高空間分解能を有し、かつ高感度な機能断層イメージングシステムを開
発するため、蛍光エックス線を用いた、回転走査（スキャン）によるＣＴシステム（Fluo
rescent X-ray CT：ＦＸＣＴ）の開発に着手し、非放射性ヨウ素（１２７Ｉ）で標識した
化合物を投与したマウスやラットなどの小動物の機能情報を非破壊的にin vivoで、かつ
高い空間分解能で得られる蛍光エックス線ＣＴ装置を開発し、ホルマリン固定した摘出心
臓の脂肪酸代謝や、生きたマウスの脳血流などの画像化に成功してきたが、これらの撮像
系では、ペンシル状に細く絞ったビームを被射体に照射し、被射体を並進・回転走査する
ことで様々な方向からのデータを収集し、ビーム上に存在するヨウ素から発生する蛍光エ
ックス線を一つの大口径ゲルマニウム（Ｇｅ）半導体検出器を用いて検出し、投影データ
を取得するという方式を採用しているため、膨大な撮像時間を要し、とくに生体の撮像を
行う場合には、体動により画像が不鮮明になるおそれがあり、麻酔をした場合でも、麻酔
が有効な時間内に撮像を終了するために投影数が著しく限定されなくてはならない等の問
題があり、短い時間で画像を得るための方法の開発が不可欠とされてきた。
【００１２】
　この問題を解決するため、被射体に照射する蛍光エックス線の入射ビームをシート状に
して被射体に照射することにより、従来のペンシルビームによるデータの取得においては
不可欠であった被射体の並進走査が不要となり、計測時間を著しく短縮することが可能と
なる撮像方法を想定し、ＫＥＫ（大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構）に
おいて、多素子検出器アレイでのパラレルデータ取得をシミュレートする検出器を用いて
、物理ファントムによる基礎的な実験を行った後、生体サンプルとしてホルマリン固定し
たマウス脳を用いてシートビーム状蛍光エックス線ＣＴ装置による機能画像として空間分
解能５００μｍを達成した画像を世界ではじめて取得し、本発明を完成するに至った。
【００１３】
　すなわち本発明は、（１）分析試料に含まれる被検元素から蛍光エックス線を発生させ
ることができるエネルギーを有する単色エックス線をシートビーム状に照射する光源部と
、前記単色エックス線がシートビーム状に照射される分析試料を支持するための試料支持
部と、分析試料に含まれる被検元素から発生する蛍光エックス線を検出するエックス線検
出部と、データ処理用コンピューターを備えた蛍光エックス線分析装置において、前記エ
ックス線検出部が単色エックス線の照射方向と直交するシートビーム面に配設され、検出
部の検出素子からシートビーム状の単色エックス線の照射方向へおろした垂線上に存在す
る被検元素から発生する蛍光エックス線を検出することができ、且つ、前記試料支持部が
シートビーム面を垂直に貫通する線を中心軸としてシートビーム面を光源部及びエックス
線検出部に対して相対的に回転し、分析試料を単色エックス線で回転走査して分析試料内
部の画像を得ることができることを特徴とする蛍光エックス線検出装置や、（２）シート
ビーム状に照射される単色エックス線が、二次元シートビーム状に照射される単色エック
ス線であって、分析試料内部の画像が二次元の被検元素の分布断層画像であることを特徴
とする前記（１）記載の蛍光エックス線検出装置や、（３）シートビーム状に照射される
単色エックス線が、三次元ブロックシートビーム状に照射される単色エックス線であって
、分析試料内部の画像が三次元の被検元素の分布断層画像であることを特徴とする前記（
１）記載の蛍光エックス線検出装置や、（４）エックス線検出部が、検出面の前に設置さ
れているコリメータを含むことを特徴とする前記（１）～（３）いずれか記載の蛍光エッ
クス線検出装置に関する。
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【００１４】
　また本発明は、前記（１）～（４）いずれか記載の蛍光エックス線検出装置を用いて、
必要に応じて対象に造影剤を投与し、分析試料内部の被検元素の分布断層画像を定量的に
得ることを特徴とする蛍光エックス線検出方法に関する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、放射線標識トレーサーを用いずに、極微量の元素検出を可能とするこ
とで、被射体内部の特定元素分布をＣＴで得られるのと同様に断層像として、高空間分解
能を有する生体試料の機能画像の作成を行うことができる。さらに、生体以外の試料内部
に含まれる微量元素イメージングも可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の蛍光エックス線検出装置としては、分析試料に含まれる被検元素から蛍光エッ
クス線を発生させることができる特定のエネルギーを有する単色エックス線をシートビー
ム状に照射する光源部と、前記単色エックス線がシートビーム状に照射される分析試料を
支持するための試料支持部と、分析試料に含まれる被検元素から発生する蛍光エックス線
を検出するエックス線検出部と、データ処理用コンピューターを備えた蛍光エックス線分
析装置において、前記エックス線検出部が単色エックス線の照射方向と直交するシートビ
ーム面に配設され、検出部の検出素子からシートビーム状の単色エックス線の照射方向へ
おろした垂線上に存在する被検元素から発生する蛍光エックス線を検出することができ、
且つ、前記試料支持部がシートビーム面を垂直に貫通する線を中心軸としてシートビーム
面を光源部及びエックス線検出部に対して相対的に回転し、分析試料を単色エックス線で
回転走査して分析試料内部の画像を得ることができるものであれば特に制限されず、本発
明の蛍光エックス線検出装置における蛍光エックス線とは、各元素に固有な一定以上のエ
ネルギーを有するエックス線の照射により、該元素の原子が励起されることにより内殻電
子が弾き出されて、内殻の軌道に空席軌道が作られることにより、より外側の軌道からこ
の空席軌道に電子が落ちてくることにより放射される、両軌道のエネルギー差ΔＥに等し
いエネルギーを有する各元素固有のエックス線をいう。
【００１７】
　本発明の蛍光エックス線検出装置における光源部としては、被検元素から蛍光エックス
線を発生させることができる特定のエネルギーを有する単色エックス線、好ましくは直線
偏向特性を有する単色エックス線をシートビーム状に分析試料に照射することができる光
源部であれば特に制限されず、単色エックス線を二次元シートビーム状に照射する場合な
ど必要に応じて上下（高さ）方向の並進走査機構を有するものであってもよい。上記単色
エックス線としては、分析試料に含まれる被検元素から蛍光エックス線を発生させること
ができる特定のエネルギーを有するエックス線であって、エックス線放射光源から放射さ
れたエックス線放射光をモノクロメータで単色化された直線偏向特性を有するエックス線
であることが微量な元素検出が可能となることから好ましい。上記モノクロメータとして
は、公知のモノクロメータであれば特に制限されず、例えば、チャンネルカットモノクロ
メータや、２結晶型モノクロメータを挙げることができ、具体的には、Ｓｉ（１１１）、
Ｓｉ（２２０）、Ｓｉ（３１１）モノクロメーター（シャランインスツルメンツ株式会社
製）等を例示することができる。上記エックス線放射光源とは、エックス線から赤外線に
わたる非常に広い範囲のエネルギー・スペクトルを有する白色性及び直線偏向性を有する
高輝度な光を放射する光源であり、具体的には、大型放射光から発生する放射光源を利用
することもでき、白色性及び直線偏向性を有する高輝度なエックス線放射光を発生させる
加速器を用いた放射光源を利用することもでき、実験室レベルの画像化が可能となるよう
に直線偏向性を発揮できる小型エックス線発生光源を利用することもでき、より具体的に
は、高エネルギー物理学研究所のトリスタン蓄積リング（６．５ＧｅＶ）内の偏向磁石ビ
ームラインＡＲＮＥ－５Ａを例示することができる。
【００１８】
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　また、分析試料に照射される上記単色エックス線の態様としては、シートビーム状であ
れば特に制限されないが、平面状に拡がっている二次元シートビーム状単色エックス線や
、該二次元シートビームが積層された上下の幅があるブロックシートビーム状単色エック
ス線を挙げることができる。上記単色エックス線のサイズとしては、基本的には分析試料
の大きさに依拠するものであるが、上記二次元シートビーム状の単色エックス線である場
合の幅としては、最大幅１００ｍｍ程度以下であれば、試料の直径に対応させて、スリッ
トで幅を最適化することができる。さらに、上記三次元シートビーム状の単色エックス線
である場合の、単色エックス線の高さとしては、ライン検出器のときは、スライス厚に対
応するが０．１ｍｍ～１．０ｍｍが好ましく、ブロックシートビーム状にして、２次元以
上のアレイ検出器を用いる場合は、０．２ｍｍ～３．０ｍｍが好ましい。
【００１９】
　上記分析試料に含まれる被検元素から、蛍光エックス線を発生させることができる特定
のエネルギーとしては、上記被検元素の原子の内殻の軌道に空席軌道を作るエネルギーと
して公知のものであれば特に制限されないが、例えば、上記被検元素の原子の１ｓ軌道の
電子の一つが、軌道外に飛び出すことができるエネルギーを挙げることができ、具体的に
は、上記被検元素のＫ吸収端直上のエネルギーを挙げることができるが、かかるＫ吸収端
直上のエネルギーを設定した場合には、蛍光エックス線とコンプトン散乱の低エネルギー
側の裾が重なり合い、蛍光エックス線光子数の良好な弁別が妨げられるので、上記Ｋ吸収
端直上のエネルギーよりも高いエネルギーを設定することが、高Ｓ／Ｎで蛍光エックス線
のカウント数を取得できる点で好ましく、例えば、上記分析試料に含まれる被検元素が非
放射性ヨウ素（１２７Ｉ）である場合には、ヨウ素のＫ吸収端直上のエネルギーである３
３．２ｋｅＶよりも高い、３４．５～４０ｋｅＶが好ましく、３６～３８ｋｅＶがより好
ましく、３７ｋｅＶに設定することが最も好ましかった。また、上記分析試料に含まれる
被検元素がガドリニウムである場合には、ガドリニウムのＫ吸収端直上のエネルギーであ
る５１ｋｅＶよりも高い、５５～７５ｋｅＶが好ましい。さらに、モノクロメータの下流
側に単一エックス線の照射強度をモニタするための公知のＰＩＮダイオード検出器や、イ
オンチャンバーを設置し、この測定値を用いて、変動しうる単一エックス線の照射強度を
理論上一定になるように調整することが好ましい。
【００２０】
　本発明の蛍光エックス線分析装置において用いられる分析試料に含まれる被検元素とし
ては、分析試料にもともと含有されている元素でもよいが、本発明の蛍光エックス線分析
装置を使用する前に生体に投与される造影剤の成分として添加された元素でもよく、かか
る添加元素としては、生体への安全性等を考慮して、具体的には、ヨウ素、ガドリニウム
、イットリビューム、ストロンチウム、バリウム、ジルコニウム、亜鉛、銅、金、白金、
カルシウム、ルビジウム、キセノン等を挙げることができ、キセノンは組織分布の点で好
ましく、ヨウ素、ガドリニウム、金、白金が化合物合成の点で好ましく、分析試料が生体
である場合に、被検元素を添加した造影剤を投与することは、局所的血流や、組織の代謝
やレセプター機能といった生体内の活動機能を薬理効果が生じないほど微量で定量的評価
することができる点で好ましい。このように、本発明においては、造影剤は、微量で効果
を有する。また、これらの造影剤は、一種又は二種以上を組み合わせて用いることもでき
る。さらに、かかる元素は、放射性元素でも非放射線元素でもよいが、本発明の蛍光エッ
クス線検出装置を用いると、放射性元素を用いなくても上記分析試料内部の画像を取得す
ることができる点で、安全性の点で非放射線元素を用いることが好ましい。
【００２１】
　上記造影剤の成分として添加される被検元素としては、被検元素そのもののほか、被検
元素に標識した標識化合物を挙げることができ、標識化合物を造影剤の成分として投与し
た場合は、特定の因子、組織・細胞等に対して結合することでレセプター、遺伝子、治療
薬剤分布等を画像化することができ、該組織・細胞等における正確な被検元素の分布を定
量的に把握することができる。例えば、ヨウ素に標識した化合物として、臨床の場では放
射性のヨウ素１２３Ｉを標識した１２３Ｉ－ＩＭＰ（Ｉ-123 labeled N-isopropyl-p-iod
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oamphetamine)を用いて脳血流画像を得ることができる。他方、非放射性ヨウ素１２７Ｉ
を標識した１２７Ｉ－ＩＭＰを用いて生体内に含まれた微量なヨウ素元素を蛍光として捉
え、脳の血流の断層画像を取得することができ、また、１２７Ｉ－ＢＭＩＰＰ（Ｉ-127 l
abeled 15－p－(iodophenyl）－3－methylpentadecanoic acid)をヨウ素元素プローブと
して用いることで心筋脂肪酸の代謝についての画像を取得することができる。例えば、マ
ウスの脳の血流の画像を取得する場合のヨウ素に標識した化合物の投与量としては、脳内
にヨウ素量として１～５０μｇ／ｍＬ、好ましくは１～５μｇ／ｍＬで明確な画像を得る
ことができることが期待される。なお、より高エネルギーのエックス線で撮影すると、被
写体内の入射及び蛍光吸収が少ないので、ガドリニウムに標識した化合物も有効である。
また、金封入及び結合化合物を用いることは、被写体内の吸収をさらに減らすので好まし
い。
【００２２】
　上記単色エックス線にシートビーム状に照射される分析試料としては、マウス、ラット
、ウサギ、猫等のほ乳動物や、昆虫、鳥類、ヒトを含むほ乳動物の病理標本や、植物など
の生体に由来する試料、及び、美術品、工業材料、隕石等の非生体試料を挙げることがで
きる。
【００２３】
　上記単色エックス線がシートビーム状に照射される分析試料を支持するための試料支持
部としては、前記試料支持部がシートビーム面を垂直に貫通する線を中心軸としてシート
ビーム面を光源部及びエックス線検出部に対して相対的に回転し、分析試料を単色エック
ス線で回転走査して分析試料内部の画像を得ることができるものであれば特に制限されず
、回転走査は、分析試料を複数方向から単色エックス線によって照射し、分析試料に含ま
れる被検元素から発生する蛍光エックス線を複数方向で検出するために必要であり、試料
支持部自体が分析試料をシートビーム面で回転させる操作機構を有していてもよく、光源
部とエックス線検出部を固定された試料支持部に対してシートビーム面で回転させる操作
機構を有していてもよく、あるいは、試料支持部と、光源部と、エックス線検出部とが、
分析試料をシートビーム面で相対的に回転させる操作機構を分担して有していてもよく、
具体的には、中心に分析試料がおかれた試料支持部がシートビーム面で回転してもよいし
、あるいは分析試料を挟んで上記光源部とエックス線検出部との位置関係を固定して、分
析試料のシートビーム面周りで回転させてもよい。また、上記試料支持部は、単色エック
ス線を二次元シートビーム状に照射する場合など必要に応じて上下（高さ）方向の並進走
査機構を有するものであってもよい。
【００２４】
　上記試料支持部に支持された単色エックス線がシートビーム状に照射される分析試料を
単色エックス線で回転走査する場合、分析試料をシートビーム面で相対的に回転させるこ
とで、複数方向からの投影データを収集することが可能となり、断層面内の特定物質の空
間分布を再構成することがコンピューテッド・トモグラフィの手法を適用することで可能
になるので、従来のペンシルビームによるデータの取得では、不可欠であった被射体の並
進走査が必ずしも要求されず、検出時間を著しく短縮することが可能となる。上記検出態
様における１点あたりの検出時間としては、必要とされる空間分解能の精度、入射エック
ス線量にもよるが、０．２～１６秒から選択でき、例えば、脳血流製剤Ｉ－１２７ＩＭＰ
投与後に摘出して、ホルマリン固定したマウスの脳を撮像する場合には、１点あたりの計
測時間は６秒として、１８０°にわたり２°の角度ステップで９０プロジェクションを取
得する方法を挙げることができ、例えば、入射エックス線量が、１０８ｐｈｏｔｏｎ程度
の場合、質量２０～３０ｇのマウスの脳であれば、９分程度で検出を終了させることが可
能となる。しかし、より係数効率の高い計測ができる検出器を用いて、被写体の距離を例
えば８０ｍｍから２０ｍｍに接近させると、発生する蛍光量が（８０／２０）２で約１６
倍となるので、計算上３４秒で撮影可能となる。
【００２５】
　上記被検元素から発生する蛍光エックス線としては、原子の内殻の軌道に空席を作り、
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より外側の軌道からこの空席軌道に電子が落ちてきた場合に、両軌道のエネルギー差ΔＥ
に等しいエネルギーを有する蛍光エックス線を挙げることができ、例えば、上記被検元素
がヨウ素の場合では、１ｓ軌道電子がエネルギーを得て、軌道外に飛び出した場合に、空
いた軌道に外側の軌道電子が遷移する際、そのエネルギー差に相当する２８．３ｋｅＶの
エネルギーを有する蛍光エックス線を挙げることができ、上記被検元素がガドリニウムの
場合では、４２ｋｅＶのエネルギーを有する蛍光エックス線を挙げることができる。
【００２６】
　本発明の蛍光エックス線分析装置におけるエックス線検出部としては、単色エックス線
の照射方向と直交するシートビーム面に配設され、検出部の検出素子からシートビーム状
の単色エックス線の照射方向へおろした垂線上に存在する被検元素から発生する蛍光エッ
クス線を検出することができる検出部であれば特に制限されず、高Ｓ／Ｎで蛍光エックス
線の光子数のカウントデータを取得できる検出部が好ましく、具体的には、二次元の多素
子検出器アレイを用いた面検出器や、１素子検出器を複数並列させた並列検出部や、１素
子検出部を挙げることができるが、並進走査を排除することができる点で、多素子検出部
アレイや、並列検出部を用いることが好ましい。１素子検出部を複数並列させた並列検出
部として、より具体的には、半導体検出器、ガス検出器、ＮａＩ(ＣｓＩ)等のシンチレー
ション検出器を挙げることができ、二次元の多素子検出器アレイを用いた面検出部として
、より具体的には、高純度ゲルマニウム（ＨＰＧｅ）半導体検出器、Ｓｉ半導体検出器、
ＣｄＴｅ半導体検出器を挙げることができるが、エネルギー分解能と検出効率の点で、Ｈ
ＰＧｅ半導体検出器が好ましい。さらに、上記エックス線検出部としては、コンプトン散
乱エックス線を検出する第２の二次元検出装置を備えている検出部や、透過エックス線検
出装置を備えている検出部でもよい。
【００２７】
　上記蛍光エックス線分析装置におけるエックス線検出部が、検出素子からシートビーム
状の単色エックス線の照射方向へおろした垂線上に被検元素が存在することで、単色エッ
クス線の直線偏向性により、直角方向でコンプトン散乱が理論的には０になることから高
Ｓ／Ｎで蛍光エックス線のカウント数で取得できる点で好ましいが、蛍光エックス線は４
π方向に放射されるので、上記エックス線検出部における検出面と被射体との距離として
は、効率的に蛍光エックス線光子を捉えるためには互いに近づけた方がよいが、被射体と
検出器の距離を大きくとることで散乱線の含有量を減らすことができることを勘案すると
５～９０ｍｍ、特に５～５０ｍｍが好ましいが、短時間での撮影を考慮すると、検出器の
係数効率を上げ、５～２０ｍｍがより好ましい。
【００２８】
　また、上記蛍光エックス線分析装置におけるエックス線検出部に、検出面の前にフィル
タやコリメータを配置することが、分析試料以外の方向から検出面に到達する散乱エック
ス線量を抑制・低減しうることから好ましいが、フィルタを用いる場合は、フィルタ元素
自身から蛍光エックス線が混入するおそれがあるため、コリメータを用いることがより好
ましい。
【００２９】
　上記検出器前に設置するコリメータとしては、検出面に到達するコンプトン散乱エック
ス線等の散乱エックス線量を抑制するために、検出器の素子からシートビーム状の単色エ
ックス線の照射方向へおろした垂線上に存在する、被検元素から発生する蛍光エックス線
を検出器内に通過させることができるものであれば特に制限されないが、例えば、鉛、タ
ンタル、タングステン製のコリメータを挙げることができ、加工のし易さや安価な点で鉛
製のコリメータが好ましく、タンタル、タングステン製のコリメータはセプタ（隔壁）を
薄くすることができる点で好ましい。また、コリメータの角度を適切な角度に微調節する
ことができ、上下移動できるようにモーターが伴うコリメータを用いることが、Ｓ／Ｎ比
が良好となるように調整できる点や、空間分解能を最適化する点で好ましく、コリメータ
の幅としては、より細いほうが、コンプトン散乱エックス線の入射を防ぐという点で好ま
しく、空間分解能は、コリメータの横幅と同程度となるため、０．１ｍｍ～１．０ｍｍ、
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好ましくは、０．２ｍｍ～０．５ｍｍである。さらに、検出器が多列や多素子である場合
には、多列や多素子の検出器に対応したコリメータを用いることが好ましい。本発明の蛍
光エックス線検出装置の概略平面図を図１に示す。
【００３０】
　また、エネルギー弁別用のシリコン単結晶からエックス線に対する鏡を作り、ブラッグ
反射又はラウエ回折を利用して、目的とする標的物質を最も検出しやすい特定の波長のエ
ックス線を選択して捕捉してもよい。
【００３１】
　前記データ処理用コンピューターとしては、公知の画像作成用データ処理に用いるコン
ピューターであれば特に制限されず、データ処理用コンピューターにより得ることができ
る分析試料内部の画像としては、生体の機能情報画像として利用できる二次元の被検元素
の分布断層画像及び三次元の被検元素の分布断層画像を挙げることができ、かかる画像を
取得する際には、分析試料に照射される単色エックス線と、分析試料と、エックス線検出
部の位置関係を明確にしたうえで、検出部の各検出素子で得られる光子数のカウントデー
タについて、蛍光エックス線測定情報と走査位置情報とを取り込み、計測データの収集を
行い、上記分析試料の蛍光エックス線の画像を作成できるプログラムを備えたコンピュー
ターを用いることが好ましく、また、得られたカウントデータから多重散乱を除去するプ
ログラムが組み込まれているコンピューターを用いることがより好ましく、上記カウント
データは、素子からビームへおろした垂線上に存在する被検元素から発生する蛍光エック
ス線の線積分に相当する量を取得できることが必要である。また、分析試料を複数方向か
ら投影したデータを収集し、コンピューテッド・トモグラフィの手法を適用することで、
シートビーム状に照射される単色エックス線が、二次元シートビーム状に照射される場合
は、二次元の被検元素の分布断層画像を、シートビーム状に照射される単色エックス線が
、三次元シートビーム状に照射される場合は、三次元の被検元素の分布断層画像を定量的
に得ることができるが、被検元素の分布断層画像作成に必要な光子数は、二次元の被検元
素の分布断層画像の場合は、検出部１素子当たり、４～１０００ｐｈｏｔｏｎであり、光
子数が多い方がＳ／Ｎの良い画像が得られる点で好ましい。三次元の被検元素の分布断層
画像の場合も同様である。
【００３２】
　例えば、図２に示されるように、分析試料に照射されたシートビーム状単色エックス線
は、点Ｐから点Ｑに至るまでに減衰を受け、点Ｑに存在する被検元素は空間的に４π方向
に蛍光エックス線を放出し、検出器の前に設置されているコリメータにより、検出器に到
来するエックス線の位置を限定することができ、点Ｑで発生した蛍光エックス線は経路Ｑ
Ｓを通過し、図のｉ番目の検出器だけに到達する。かかる経路ＰＱＳと同様に、線分ＲＳ
上に存在する被検元素からの蛍光エックス線をｉ番目の検出器は収集することができ、検
出器から単色エックス線の照射方向に直交する分析試料からの投影データを取得すること
が可能になる。さらに、この過程は、１番目からＮ番目までのすべての検出器においても
同様であり、一回の照射でひとつの投影を同時に取得することが可能になるので、撮像対
象である分析試料を回転させることで，複数方向からの投影を収集することが可能となり
、これらのデータからコンピューテッド・トモグラフィの手法を適用することで、断層面
内の特定物質の空間分布を再構成することが可能になり二次元断層像としての画像を得る
ことができる。入射ビームが紙面垂直方向に積層されたブロックシートビームとした場合
には、検出器が紙面垂直方向に積層され二次元的に配列されている状況となり、三次元断
層像を上と同じ撮像時間で投影を取得できることになり、計算機により三次元空間分布を
再構成して三次元画像を得ることができる。
【００３３】
　また、上記コンピューテッド・トモグラフィにおける画像再構成においては、上記分析
試料に照射されたエックス線は、経路ＰＱ及び経路ＱＳにおいて減衰を受けるので、正確
な断層像を得るためには，これらの減衰を補償するアルゴリズムが必要であり、かかる問
題を解決する手法としては、解析的な再構成方法、代数的な再構成方法、及び統計的再構
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成方法を挙げることができるが、統計的再構成方法が信号のＳ／Ｎが良好でないときでも
効果を発揮する点で好ましい。
【００３４】
　本発明の蛍光エックス線検出装置により得ることができる上記分析試料内部の画像とし
ては、上記被検元素の分布断層画像のほか、分析試料の形態情報画像であるコンプトン散
乱エックス線画像や、分析試料の後方で取得することができる透過エックス線像を挙げる
ことができ、透過エックス線像を取得する方法としては、試料を透過したエックス線がそ
のまま直進する直接光をエックス線ＣＣＤカメラで計測する等の公知の方法を挙げること
ができ、また、該透過エックス線像に関するデータは、被検元素の分析試料内部での吸収
係数を加味し、吸収補正用のデータとすることにより、絶対量を定量的に計測することが
可能となる。また、上記コンプトン散乱エックス線画像は、透過エックス線検出器を用い
ず半導体検出器で同時に得られ、スペクトル解析によって取得できる。３Ｄイメージソフ
トウエアの使用等の公知の方法を用いて、上記３種類の画像のうち、２又は３種類の画像
の融合画像を作成してもよい。かかる融合画像の作成は、画像の幾何学的位置が確定して
おり、さらにコンプトン散乱エックス線画像が蛍光を検出する半導体検出器で同時に計測
できる。すなわち、上記３種類の画像が同一の計測システム上で検出されるため、画像再
構成過程が等価であり、画像の重ね併せに特別な技術を必要としない点で容易であり、機
能情報を十分に理解するためには形態情報を加味した読影が好ましく、有用性が高い。
【００３５】
　本発明の蛍光エックス線検出装置により得ることができる画像の空間分解能は、０．１
～１．０ｍｍ、好ましくは、０．２～０．２５ｍｍである。
【００３６】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
【実施例１】
【００３７】
［予備的撮像システム］
　予備的撮像システムの実験を、大学共同利用機関法人高エネルギー物理学研究所（ＫＥ
Ｋ）のトリスタン蓄積リング（６．５ＧｅＶ）内の偏向磁石ビームラインＡＲＮＥ－５Ａ
で行った。べンディングマグネットから発生する放射光をＳｉ(２２０）製のダブルモノ
クロメータで、単色化するため、撮影エックス線エネルギーを３７ｋｅＶに設定し、入射
ビームの幅を２０ｍｍ、高さを１ｍｍとした。入射光子数は、１０８ｐｈｏｔｏｎｓ／ｍ
ｍ２／ｓｅｃである。ここでは、１素子検出器で多素子検出器アレイをシミュレートする
。検出面を制限するための鉛製コリメータ（縦１０ｍｍ、横０．５ｍｍ、奥行き５０ｍｍ
）を設置した。試料とコリメータの距離は、２５ｍｍに設定した（図３参照）。この検出
器をビーム方向に対して９０度方向に設置する。被射体をビーム方向に０．５ｍｍずつ並
進走査することで、多素子検出器アレイでのパラレルデータ取得をシミュレートした。１
８０°にわたり２°の角度ステップで９０プロジェクション取得した。１点あたりの計測
時間は６秒とした。
【００３８】
［物理ファントムの撮像実験］
　被射体として、直径１０ｍｍアクリル製物理ファントムを用いた。この物理ファントム
には、直径３ｍｍの穴が三つあり、その中のそれぞれに５０、１００、２００μｇ／ｍＬ
ヨウ素溶液を満たした（図４参照）。実験で計測された、ファントムのある点でのエネル
ギースペクトル解析の例を図５に示す。ヨウ素Ｋα蛍光エックス線（２８．３ｋｅＶ）、
コンプトン散乱（３４．５ｋｅＶ）、トムソン散乱（３７．０ｋｅＶ）のピークが観測さ
れている。得られたファントムの再構成画像を図６に示した。ヨウ素領域が明瞭に撮像さ
れていることがわかる。
【００３９】
［空間分解能の評価］
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　空間分解能を評価するために、ファントム上の直径３ｍｍの穴の中心を通る直線上の微
分プロファイルから空間分解能を推定した。微分プロファイルのピーク半幅値は約５００
μｍとなった。したがって、本実験の実空間分解能は５００μｍと推定ができ、コリメー
タの開口の横幅と同程度であった。
【００４０】
［定量性の評価］
　定量性を確認するため、ヨウ素造影剤濃度を変えながら、上と同じ条件で断層画像化し
た。ヨウ素濃度は５０、１００、２００μｇ／ｍＬ、及び１５、２５、５０μｇ／ｍＬと
変えた。得られた画像のヨウ素の分布領域にＲＯＩを設定し，平均画素値を算出した。ヨ
ウ素濃度に対しＲＯＩの平均画素値をプロットし、ヨウ素濃度と再構成画像平均画素値の
関係を求め、検量線を得た（図７参照）。良好な直線性を示していることが図７よりわか
る。
【実施例２】
【００４１】
［ラット摘出脳のインビトロ撮像実験］
　脳血流製剤Ｉ－１２７ＩＭＰ投与後、摘出して、ホルマリン固定した正常マウスの脳を
撮像した。蛍光エックス線ＣＴで得られたマウス脳内のヨウ素濃度分布を図８に示す。大
脳皮質（cortex）、視床（thalamus）が明瞭に描出されている。図７の検量線により定量
評価したところ、図８における明るい領域で約３３μｇ／ｍＬであった。蛍光エックス線
ＣＴにおける測定時間を軽減するための、シートビームによるデータ取得方式を提案し、
その実現可能性をＫＥＫでの放射光を用いた予備実験により検証した。従来のペンシルビ
ームによる方式では約３時間かかっていたが、本発明の蛍光エックス線検出器による計測
では約５４０秒（９分）であり、実験の計測時間の短縮が約２０倍改善された。シートビ
ームによる多素子検出器を用いた場合の撮像可能性を実験的に実証した。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の蛍光エックス線検出装置の概略平面図である。
【図２】本発明の蛍光エックス線捕捉の概略説明図である。
【図３】予備的撮像システムの概念図の例を示す。
【図４】アクリルファントムの概念図の例を示す。
【図５】ファントムのある点でのエネルギースペクトルの例を示す図である。
【図６】３穴ファントムのイメージを示す図である。
【図７】物理ファントムの撮像実験におけるヨウ素濃度に対しＲＯＩの平均画素値の検量
線のプロットを示す図である。
【図８】脳血流製剤Ｉ－１２７ＩＭＰ投与後、摘出して、ホルマリン固定した正常マウス
の脳の撮像により得られたマウス脳内のヨウ素濃度分布を示す図である。
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